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第 9 章 対象地域 

 「横浜市環境影響評価条例」第 26 条第 1 項に規定される対象地域（準備書の内容につい

て周知を図る必要がある地域として規則で定める基準に従って事業者が定めた地域）は、

以下に示す範囲を包含する図 9-1 に示す範囲に属する町丁の全域としました。 

対象地域の町丁は、表 9-1 に示すとおりです。 

・工事中及び供用後を通じて大気質、騒音、振動、地盤の直接的な影響を受けやすい

と考えられる敷地境界から概ね 100ｍの範囲

・電波障害が生じるおそれがある範囲

・現計画における計画建築物の平均地盤面±0m での日照阻害（時刻別日影）が及ぶと

想定される範囲

・風環境の変化が生じる可能性のある計画建築物高さの約 2 倍の範囲（約 340ｍ）
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表 9-1 対象地域 

区名 No. 関係町丁名  区名 No. 関係町丁名  区名 No. 関係町丁名 

中区 1 港町1丁目  中区 48 寿町1丁目  中区 95 大和町2丁目 

 2 港町2丁目   49 寿町2丁目  西区 96 宮崎町 

 3 港町3丁目   50 扇町1丁目  南区 97 万世町1丁目 

 4 港町4丁目   51 扇町2丁目   98 万世町2丁目 

 5 港町5丁目   52 扇町3丁目   99 中村町1丁目 

 6 港町6丁目   53 翁町1丁目   100 中村町2丁目 

 7 真砂町1丁目   54 翁町2丁目     

 8 真砂町2丁目   55 不老町1丁目     

 9 真砂町3丁目   56 不老町2丁目     

 10 真砂町4丁目   57 不老町3丁目     

 11 尾上町1丁目   58 万代町1丁目     

 12 尾上町2丁目   59 万代町2丁目     

 13 尾上町3丁目   60 万代町3丁目     

 14 尾上町4丁目   61 蓬莱町1丁目     

 15 尾上町5丁目   62 蓬莱町2丁目     

 16 尾上町6丁目   63 蓬莱町3丁目     

 17 常盤町1丁目   64 羽衣町1丁目     

 18 常盤町2丁目   65 羽衣町2丁目     

 19 常盤町3丁目   66 羽衣町3丁目     

 20 常盤町4丁目   67 末広町1丁目     

 21 常盤町5丁目   68 末広町2丁目     

 22 常盤町6丁目   69 伊勢佐木町1丁目     

 23 住吉町1丁目   70 吉田町     

 24 住吉町2丁目   71 野毛町1丁目     

 25 住吉町3丁目   72 野毛町2丁目     

 26 住吉町4丁目   73 野毛町3丁目     

 27 住吉町5丁目   74 花咲町1丁目     

 28 相生町1丁目   75 花咲町2丁目     

 29 相生町2丁目   76 花咲町3丁目     

 30 相生町3丁目   77 扇町4丁目     

 31 相生町4丁目   78 長者町1丁目     

 32 太田町1丁目   79 長者町2丁目     

 33 太田町2丁目   80 長者町3丁目     

 34 太田町3丁目   81 三吉町     

 35 太田町4丁目   82 千歳町     

 36 弁天通1丁目   83 山田町     

 37 弁天通2丁目   84 吉浜町     

 38 弁天通3丁目   85 松影町1丁目     

 39 南仲通1丁目   86 松影町2丁目     

 40 南仲通2丁目   87 石川町2丁目     

 41 本町1丁目   88 石川町3丁目     

 42 北仲通1丁目   89 山手町     

 43 元浜町1丁目   90 麦田町1丁目     

 44 海岸通1丁目   91 柏葉     

 45 日本大通   92 鷺山     

 46 横浜公園   93 竹之丸     

 47 山下町   94 大和町1丁目     

※表中の No.は図 9-1 に対応します。 
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図 9.1 対象地域 
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第 10章 準備書に対する意見、見解等 

 

10.1 説明会の開催状況、質疑、意見の概要及び事業者の見解 

1 説明会の開催状況 

説明会は、表10.1-1に示す日時で計2回の開催を計画し、新型コロナウイルス感染症対策として、

事前申し込み制としました。 

しかしながら、令和3年2月2日（火）に政府より新型コロナウイルス感染症拡大に関する緊急事

態宣言の延長が正式決定され、開催予定日時（2月12日、2月14日）が緊急事態宣言中となったた

め、感染症拡大を防止する観点から、説明会を中止することとしました。 

なお、横浜市環境影響評価条例に規定する説明会ではありませんが、準備書の記載事項を説明

する方法として、令和3年2月1日（月）～3日（水）に対象地域内に各戸配布した準備書説明会等

のお知らせにおいて、説明会での説明内容をインターネットで動画配信し、事業者への質問書を

受け付けることを説明会の事前申し込み方法と併せて記載し、周知しました。 

インターネットによる動画配信の利用状況は表10.1-2に示すとおりでした。 

また、質問書の送付状況は表10.1-3に示すとおりであり、計3件でした。 

 

表10.1-1 準備書説明会の開催結果 

回 開催予定日時 開催結果 申込人数 

第1回 
令和3年2月12日(金) 

19:00～20:30 

緊急事態宣言中となったため、開催中止とし

た。 

事前申し込み者3名には開催中止の案内を連

絡し、説明動画資料の希望者には資料を送付

した。 

3名 

第2回 
令和3年2月14日(日) 

19:00～20:30 

 

表10.1-2 インターネットによる動画配信の利用状況 

動画配信期間 動画再生回数 

令和3年2月1日（月）～14日（日） 206回 

 

表10.1-3 質問書の送付状況 

質問書送付日 回答日 件数 

令和3年2月1日（月） 令和3年2月22日（月） 1件 

令和3年2月12日（金） 令和3年2月22日（月） 1件 

令和3年2月13日（土） 令和3年2月22日（月） 1件 

計 3件 
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2 質問書に記載された意見の概要及び事業者の見解 

 事業者に送付された質問書に記載された意見の概要と事業者の見解は、表10.1-4(1)～(3)に示

すとおりです。 

なお、整理にあたっては、質問書の送付順ではなく、項目別としています。 

表10.1-4(1) 質問書における意見の概要(1) 

項目 質問書における意見の概要 事業者の見解 

事
業
全
般

今後の過程ごとの質問も受

け入れ場をもうけてほしい。 

お問い合わせ先につきまして、現在は工事着工前であ

り設置しておりません。横浜市中高層条例注）等に基づき

質疑応答を受け付けさせて頂きます。着工後は現場の連

絡先を明示させて頂きます。 

事
業
計
画

海側ゲートの隣接に表記さ

れてある人道橋は、横浜市は

確定されていないと言われて

いるものが表記されているの

はおかしい。 

横浜スタジアム外周デッキと接続するデッキを当該

位置に整備する予定であることは、現市庁舎街区活用事

業公募時に公表されております。今年度（令和2年度）

は当該デッキについての基本設計を行っていると聞い

ており記載させて頂いております。（横浜市によると、

設計段階のため計画の詳細は固まっていないとのこと

ですが、デッキの整備自体は決まっているとのことでし

た。） 

施
工
計
画

期初からの問題であった現

場の仮囲い対応である。周辺

の地域性を見て、明かりを灯

し周辺の防犯対策を行ってほ

しい。また、仮囲いに賑わい

を灯してほしい。（絵等の装

飾） 

引き渡し後の仮囲いは、白のフラットパネルを採用

し、明るさと清潔感に配慮いたします。 

仮囲いには文化・歴史等の地域情報や竣工イメージ

パース等の計画等の発信に活用し、賑わいの演出を図り

ます。具体内容は今後決定いたします。 

解体及び建設時に、工程ご

とのトラック等の工事車両の

待機場所設定。 

工事中の工事車両の待機場所については、着工前の工

事説明会においてご説明する予定です。 

なお、工事用車両の運転者に対しては、待機のため路

上駐車することがないよう、指導を徹底してまいりま

す。 

生コン車の1日にあたる車

両台数の規制 

現時点では、コンクリート打設作業を実施する日の最

大台数として、生コン車を含む大型工事用車両が1日に

238台往復することを想定しています。 

詳細な施工計画の策定にあたっては、周辺への環境影

響を低減するために、工事用車両が特定の日、特定の時

間帯に集中しないよう計画的な運行管理に努めてまい

ります。 

注）横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例（以下、「横浜市中高層条例」とい

います。）第3条第3項の規定により、本事業は横浜市環境影響評価条例の対象事業として中高層建築物等を建築す

ることから、横浜市中高層条例第11条に基づく計画の説明及び第4章に基づく計画の報告等の規定は適用除外とな

ります。事業全般に関するお問合せにつきましては、工事着工前に設置予定の現場工事事務所を連絡窓口として

対応いたします。 
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表10.1-4(2) 質問書における意見の概要(2) 

項目 質問書における意見の概要 事業者の見解 

環
境
影
響
評
価
（
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
影
響
） 

解体時及び建設時に関わる

車両の流入に対する周辺の影

響に対する詳細。 

工事中の工事用車両の走行に伴う周辺への影響を、以

下のとおり予測評価いたしました。 

・大気質 

本事業の工事用車両による影響の割合は、二酸化窒

素濃度で最大0.1％程度、浮遊粒子状物質濃度で最大

0.01％程度とごくわずかであると予測しており、環境

基準にも適合していることから、現在の周辺の生活環

境に著しい影響を及ぼさないと評価いたしました。 

・騒音、振動 

本事業の工事用車両による影響は、道路交通騒音の

増加が1dB 未満、道路交通振動の増加が最大1dB と予

測しており、現在の周辺の生活環境に著しい影響を及

ぼさないと評価いたしました。 

・地域社会 

本事業の工事用車両が対象事業実施区域の周辺の

交差点に流入した場合であっても、交差点や車線の交

通処理能力を上回ることはないと予測しており、現在

の周辺交通に著しい影響を及ぼさないと評価いたし

ました。 

ただし、現況で既に車線混雑度が大きい地点（関内

駅南口交差点）もあることから、工事の実施にあたっ

ては、工事用車両が特定の日、特定の時間帯に集中し

ないよう計画的な運行管理に努めるとともに、工事用

車両の運転者に対しては走行ルートの厳守を徹底す

るなどの配慮を講じていきます。 

また、工事用車両が出入りする時間帯には原則とし

て車両出入口に交通誘導員を配置し、一般通行者や一

般通行車両の安全管理に努めるなど、歩行者の安全確

保を徹底していきます。 

環
境
影
響
評
価
（
ア
ス
ベ
ス
ト
） 

アスベスト類の処理説明が

ほしい。吹き付けだけでなく

混入部材資材等も含めて発表

を行ってほしい。 

アスベスト類については、解体工事着工に先行して、

石綿含有吹付材（レベル１）のみならず、石綿含有保温

材等（レベル２）、及び石綿含有建材（レベル３）を対

象として既存構造物での使用の有無を調査し、使用が判

明した場合は、周辺に石綿が飛散しないよう、法令に基

づく、その石綿含有建材の種類に応じた適切な除去方法

を選択し、適正に処理・処分します。 

アスベスト類の調査及び処理の状況については、環境

影響評価手続の事後調査において環境の保全のための

措置の実施状況として確認し、その結果を事後調査報告

書に記載して横浜市に報告します。事後調査報告書は、

横浜市により公告され、市役所やインターネットで閲覧

可能となります。 
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表10.1-4(3) 質問書における意見の概要(3) 

項目 質問書における意見の概要 事業者の見解 

環
境
影
響
評
価
（
電
波
障
害
） 

電波障害と考えられる場合

の連絡窓口を知りたい。 

工事に着手し、進捗していく中で、電波障害等は発生

する可能性があると思います。本件につきましては、工

事着工前に設置予定の現場工事事務所を連絡窓口にい

たします。 

なお、事務所設置にあたっては、周辺の皆様へ連絡先

を周知いたしますが、原則として平日は現地に作業員が

常駐いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

※地上デジタル放送はアナログ放送に比べて受信障害

を受けにくい伝送方式を採用していますが、電波塔の

方向に高層建築物が建設された場合や、その工事中に

高層部でクレーンを使用することにより、電波到来が

遮蔽される可能性がごく稀にございます。 

本事業の実施にあたっては、電波障害に関する環境の

保全のための措置として、工事中はクレーンの未使用

時にブームを電波到来方向に向けて電波の遮へい範

囲を極力狭くするなどの障害防止対策を講じます。 

電波障害に関して受信障害

の有無とその対策はなされる

のか。 

今後、建物の高さが高くな

る状況ごとに、デジタル電波

障害のケアをどのように査定

されフォローを行うのか。 

地上デジタル放送はアナログ放送に比べて受信障害

を受けにくい伝送方式を採用していますが、電波塔の方

向に高層建築物が建設された場合や、その工事中に高層

部でクレーンを使用することにより、電波到来が遮蔽さ

れる可能性がごく稀にございます。 

本事業の実施にあたっては、電波障害に関する環境の

保全のための措置として、工事中はクレーンの未使用時

にブームを電波到来方向に向けて電波の遮へい範囲を

極力狭くするなどの障害防止対策を講じます。 

お問い合わせ先につきまして現在は工事着工前であ

り設置しておりません。横浜市中高層条例注）等に基づき

質疑応答を受け付けさせて頂きます。着工後は現場の連

絡先を明示させて頂きます。 

注）横浜市中高層条例第3条第3項の規定により、本事業は横浜市環境影響評価条例の対象事業として中高層建築物等

を建築することから、横浜市中高層条例第11条に基づく計画の説明及び第4章に基づく計画の報告等の規定は適用

除外となります。事業全般に関するお問合せにつきましては、工事着工前に設置予定の現場工事事務所を連絡窓

口として対応いたします。 
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10.2 準備書に対する意見書の概要及び事業者の見解 

横浜市環境影響評価条例に基づき、「横浜市現市庁舎街区活用事業 環境影響評価準備書」に対

し、1通の意見書（延べ意見数3件）が提出されました。意見書の内容と意見数は、表10.2-1に示

すとおりです。 

意見書の内容と事業者の見解は、表10.2-2(1)～(3)に示すとおりです。 

なお、整理にあたっては、意見書の内容を可能な範囲で項目別に分類し、整理しています。 

 

表10.2-1 意見書の内容と意見数 

意見項目 意見数 

環境影響評価 電波障害  1件 

その他 要望・意見  2件 

合計 3件（1通） 

 

 

表10.2-2(1) 意見書の主な内容と事業者の見解(1) 

項目 意見書の主な内容 事業者の見解 

環 

境 

影 

響 

評 

価 

電 

波 

障 

害 

「横浜市現市庁舎街区活用事業 環境影響

評価準備書の概要及び説明会等のお知らせ」

の建設計画の内容から、当ビルに、一部放送

局の電波障害が発生する危険性があることが

わかりました。電波障害事前調査書の【３.（６) 

環境保全のための措置】に工事中及び完成後

も本事業が起因する場合はアンテナの設置な

どの対応を致しますと記載がありますので、

障害発生時には対応いただける、との事であ

れば問題ないかと存じます。 

しかし本文中に【連絡窓口を明確にし、迅

速な対応をはかります】と記載ありますが連

絡窓口の記載がなく、また後日連絡にしても

どのように連絡窓口が周知されるのか記載が

なかったので、明示頂きたい旨意見を申しあ

げたいと思います。 

電波障害等は工事に着手し、進捗していく

中で、発生する可能性があると思います。現

在、本事業は工事着工前であり、連絡窓口は

設置しておりませんが、工事着工前に設置予

定の現場工事事務所を連絡窓口にいたしま

す。 

なお、現場工事事務所の設置にあたっては、

工事着工前に仮囲いへの掲示等により、皆様

へ連絡先を周知いたします。 

また、原則として平日は現地に作業員が常

駐しており、お問合せにも対応いたします。 
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表10.2-2(2) 意見書の主な内容と事業者の見解(2) 

項目 意見書の主な内容 事業者の見解 

そ 

の 

他 

要 

望 

・ 

意 

見 

本来、説明義務は土地及び建物所有者

にも発生すると思います。 

本件の資料にも記載がありますが、意

見書陳述書が提出できるのは【居住者や

事業所等を有する方】とのことですが、

当ビルの所有者にも説明しなくてはい

けない義務が事業者に発生するはずで

す。 

今回、当方には、一切説明がなかった

ことは、納得がいきません。 

本件、事業者及び横浜市に苦情として

意見を提出させていただきます。 

本環境影響評価手続は、「横浜市環境影響評価条

例」に基づき進めております。 

同条例第26条に基づく準備書の概要の周知につ

いては、同条例第27条に基づく説明会等の開催周知

とあわせて、令和3年2月1日（月）～2月3日（水）

に、『対象市民等』の方への資料の各戸配布により

実施いたしました（配布数合計35,172件）。 

また、同条例第30条に基づき、準備書意見見解書

の縦覧期間内に、審査会に対して環境の保全の見地

からの意見を述べたい旨申し出ることができるの

は、対象市民等と定められています。 

対象地域内に土地や建物を所有している個人又

は法人の方であっても、対象地域内に居住されてい

ない方や事務所又は事業所を有されない方は対象

市民等に該当しないため、本意見書の提出者様は、

同条例第26条、第27条に基づく周知の対象となら

ず、また、第30条に基づき審査会に対して意見を述

べたい旨申し出ることはできないことをご理解い

ただきたくお願いいたします。 

なお、同条例第28条に基づき、準備書について環

境の保全の見地からの意見を有する方であれば、対

象市民等に限らず横浜市長へ意見書を提出するこ

とができます。本事業の環境影響評価手続において

は、横浜市が提出者様からの意見書を受領し、事業

者はその写しの送付を受けました。今後、事業者は、

同条例第29条に基づき、意見書で述べられたご意見

について見解を記載した「準備書意見見解書」を作

成し、横浜市長に提出します。 

なお、事業全般に関するお問合せにつきまして

は、工事着工前に設置予定の現場工事事務所を連絡

窓口として対応いたします。 

※横浜市環境影響評価条例に関する内容につい

ては、横浜市環境創造局環境影響評価課にお問合せ

頂くようお願いいたします。 

【用語】 

対象地域：準備書の内容について周知を図る必要があ

る地域として規則で定める基準に従って

事業者が定めた地域（条例第26条） 

対象市民等：対象地域内に居住する者及び対象地域内

に事務所又は事業場を有する者又は法

人その他の団体（法人その他の団体に

あっては、定款その他の規約により代表

者が定められているものに限る）（条例

第26条） 
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表10.2-2(3) 意見書の主な内容と事業者の見解(3) 

項目 意見書の主な内容 事業者の見解 

そ 

の 

他 

要 

望 

・ 

意 

見 

本件を知ったのは、当ビル賃貸マンション

入居者が、たまたま、当方に知らせてくれた

事によります。そのため、説明書類が送られ

てこなかった当方（建物所有者）は、説明書

にあった【説明動画配信・質問受付期間】令

和3年2月1日～2月14日には間に合わず、配

信・質問ともに機会を得られず、心外に思っ

ております。別途、【説明動画配信・質問受

付期間】の機会が得られるよう、善処の程、

よろしくお願いいたします。 

本環境影響評価手続は、「横浜市環境影響

評価条例」に基づき進めており、同条例第26

条等に基づく準備書の概要及び説明会等の周

知は、対象市民等の方への資料の各戸配布に

より実施いたしましたが、本意見書の提出者

様は、対象市民等に該当しないため、周知の

対象とならないことをご理解いただきたくお

願いいたします。 

本事業の準備書の説明会は、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止の観点から事前申し込

み制として、令和3年2月12日及び2月14日の開

催を対象市民等の方へご案内しておりました

が、緊急事態宣言の期間延長に伴い、やむを

得ず開催を中止とさせていただきました。 

合わせて実施していた説明動画の配信及び

質問書の受付は、上記説明会に代わる準備書

の記載事項の説明として実施したもので、質

問書受付期間に受領した質問書については、

対象市民等の方への配布資料に記載のとお

り、個人情報を除いた質疑応答の内容を横浜

市に既に報告しております。そのため、再配

信及び質問書の再受付はご容赦いただきます

ようお願い申し上げます。 

なお、事業全般に関するお問合せにつきま

しては、工事着工前に設置予定の現場工事事

務所を連絡窓口として対応いたします。 
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10.3 審査書に記載された市長の意見及び事業者の見解 

本事業の準備書に対し、横浜市環境影響評価条例第31条第1項に規定する環境の保全の見地から

の審査書の送付を令和3年6月30日に受けました。 

審査書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表10.3-1に示すとおりです。また、審査書及

び事業者の見解は、表10.3-2(1)～(2)に示すとおりです。 

 

表10.3-1 審査書の縦覧期間及び縦覧場所 

縦覧期間 令和3年7月15日～令和3年8月13日（30日間） 

縦覧対象区 中区、西区、南区 

縦覧場所 環境創造局 環境影響評価課 

中区役所 区政推進課 広報相談係 

西区役所 区政推進課 広報相談係 

南区役所 区政推進課 企画調整係 

 

表10.3-2(1) 審査書の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

１ 

 

事 

業 

計 

画 

（１）事業計画 

（変更）について 

本事業では、準備書提出後に埋蔵文化

財包蔵地の周知や事業計画変更に伴う

予測結果等の修正が行われた。そこで、

修正内容等を精査し、特に予測、評価及

び環境保全措置等について環境影響評

価書に正確に記載してください。 

準備書提出後の令和2年12月に対象事

業実施区域が埋蔵文化財包蔵地として周

知されたことに伴い、「第3章 地域の概

況及び地域特性」の内容を更新したうえ

で、「文化財等」を環境影響評価項目に追

加選定し、予測及び評価を行い、その結

果を評価書に記載しました（p.3-48～49、

p.5-2,6,9、p.6.14-1～5に記載）。 

また、事業計画変更後の内容について

「第2章 対象事業の計画内容」に記載す

るとともに、各環境影響評価項目の予測

条件の見直しを行い、温室効果ガス

（p.6.1-11～13に記載）、廃棄物・建設発

生土（p.6.3-21,23,26～28に記載）、大気質

（p.6.4-61, 64～67,70～73に記載）、騒音

（p.6.5-39に記載）、振動（p.6.6-27,29に

記載）、地域社会（交通混雑・歩行者の安

全）（p.6.12-3,40,42～44,49～50に記載）

について予測条件、予測結果、評価及び

環境保全措置等の修正内容を評価書に記

載しました。 

２ 

 

環 

境 

影 

響 

評 

価 

項 

目 

（１）工事中 

ア 大気質 

本事業では、解体対象建築物にアスベ

ストが存在します。そのため、解体工事

前の調査を適切に行うとともに、施工に

あたっては細心の注意を払ってくださ

い。また、地域住民等に配慮し調査結果

をできる限り速やかに公表してくださ

い。 

本事業の解体対象建築物のうち、昭和

50年代までに竣工したものについては、

アスベストが含まれる可能性が高いた

め、法令等に基づき解体工事着手前にア

スベストの使用状況を調査し、使用が確

認されました。 

アスベストの使用状況の調査結果につ

いては、地域住民等に対して解体工事着

手前にできる限り速やかに掲示により公

表し、解体工事の実施にあたっては飛散

等のないよう適切な措置を講じた上で除

去していきます。 

なお、アスベストの除去作業の結果に

ついては、環境影響評価手続の事後調査

報告書において報告します。 
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表 10.3-2(2) 審査書の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

 

環 

境 

影 

響 

評 

価 

項 

目 

イ 生物多様性 本事業では、「くすのき広場」の機能

を更新し、樹木による緑量感と四季折々

の魅力を表現していくことでリズム感

のある「くすのきモール」として再生す

る計画としています。そこで、樹種の選

定においては、誘鳥木や食草の配植に配

慮するとともに、横浜由来の郷土種等を

できる限り採用してください。 

対象事業実施区域内の緑化計画の策定

にあたっては、歩行空間の快適性や広場

空間での滞留・賑わい機能を持たせつつ、

生物多様性の観点から誘鳥木や食草の配

植に配慮した緑の配置計画を検討しま

す。 

また、郷土性、地域性ならびに気象条

件等への耐性にも配慮したうえで、横浜

由来の郷土種等をできる限り採用するこ

とを検討していきます。 

ウ 地域社会 

（歩行者の安全） 

(ｱ) 本事業では、工事用車両の出入口

が最大で 6 か所計画されていることか

ら、歩行者の安全を確保するために、必

要最小限の出入口の使用とするととも

に、全ての出入口で安全対策を徹底して

ください。 

p.6.12-37 に記載したとおり、使用する

工事用車両出入口の箇所数は、工事の進

捗、作業内容、施工範囲等に応じて必要

最小限となるように調整します。 

また、工事用車両が出入りする時間帯

には原則として車両出入口に交通誘導員

を配置し、一般通行者や一般通行車両の

安全管理に努めます。 

(ｲ) 計画地は、大規模な集客機能を有

する横浜スタジアムがある横浜公園に

近接します。そこで、歩行者の安全に配

慮し、イベント開催日等には工事用車両

の走行時間や台数調整を適切に行って

ください。 

p.6.12-37 に記載したとおり、土曜日や

祝日ならびにプロ野球開催日の工事にあ

たっては、周辺交通状況を勘案し、適宜、

工事用車両の走行時間や台数を調整しま

す。 

（２）供用後 

ア 温室効果ガス 

（低炭素電気） 

本事業では、電力由来の二酸化炭素を

年間 8 千 t-CO2 以上排出することが予

測されています。そこで、使用する電気

そのものの低炭素化を進めるため、低炭

素電気の使用を積極的に図ってくださ

い。 

計画建築物の供用にあたっては、積極

的に低炭素電気を使用するよう図りま

す。 

イ 地域社会 

（歩行者の安全） 

 本事業におけるライブビューイング

アリーナに加え、近接する横浜公園でイ

ベントが開催される場合には、多数の集

客が予想されるので配慮内容を環境影

響評価書に記載してください。 

p.6.12-51 に記載したとおり、横浜スタ

ジアム等、対象事業実施区域周辺の施設

でのイベント開催時には、必要に応じて

イベント興行者が実施する歩行者誘導対

策に積極的に協力していきます。 

また、ライブビューイングアリーナで

のイベント開催と対象事業実施区域周辺

の施設でのイベント開催が重複する場合

は、これらのイベントによる対象事業実

施区域及びその周辺における歩行者の増

加を考慮した誘導対策を講じます。 
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10.4 審査会に提出した資料 

本事業に関する横浜市環境影響評価審査会の開催状況及び概要は、表 10.4-1 に示すとおりです。 

準備書時の審査会では、審査員からの質問に対する回答を、補足資料を用いて説明しました。

その際に使用した資料を次頁以降に掲載します。 

 

表 10.4-1 本事業に関する審査会の開催状況及び概要 

年月日 手続の段階 審査概要 

令 

和 

2 

年 

1月16日 
計画段階 

配慮書 

【令和元年度第 5 回環境影響評価審査会】 

計画段階配慮書の概要説明（事業者） 

質疑応答 

2月10日 
【令和元年度第 7 回環境影響評価審査会】 

配慮書市長意見（案）審議（事務局） 

6月 2日 

方法書 

【令和 2 年度第 1 回環境影響評価審査会】 

方法書の概要説明（事業者） 

質疑応答 

6月16日 

【令和 2 年度第 2 回環境影響評価審査会】 

方法書の概要説明（上位計画との関連）（事業者） 

方法書説明会の開催報告（事業者） 

質疑応答 

6月30日 

【令和 2 年度第 3 回環境影響評価審査会】 

意見書の内容及び事業者の見解説明（事業者） 

質疑応答 

答申案作成のための検討事項整理（事務局） 

7月13日 
【令和 2 年度第 4 回環境影響評価審査会】 

方法書に係る答申（案）審議（事務局） 

令 

和 

3 

年 

1月26日 

準備書 

【令和 2 年度第 15 回環境影響評価審査会】 

準備書の概要説明（事業者） 

質疑応答 

3月 2日 

【令和 2 年度第 17 回環境影響評価審査会】 

補足資料を用いた説明（事業者） ..................... p.10-11～10-20 

1 新型コロナウイルス感染症を考慮した人流の分散等について 

 2 令和2年度第15回審査会における質疑応答に基づく準備書の修正案 

説明会の開催報告（事業者） 

質疑応答 

3月30日 

【令和 2 年度第 19 回環境影響評価審査会】 

補足資料を用いた説明（事業者） ..................... p.10-21～10-55 

 3 令和2年度第17回審査会における質疑応答に基づく準備書の修正案 

 4 令和 2 年度第 17 回審査会における御質問等への回答 

 5 埋蔵文化財包蔵地の周知に伴う準備書の修正案 

 6 事業計画の変更について 

 7 事業計画の変更に伴う環境影響評価準備書の記載内容の変更について 

準備書意見見解書の概要説明（事業者） 

質疑応答 

4月22日 

【令和 3 年度第 2 回環境影響評価審査会】 

補足資料を用いた説明（事業者） ..................... p.10-56～10-60 

 8 事業計画の変更に伴う地点 4（不老町交差点）の交通処理について 

質疑応答 

6月 3日 
【令和 3 年度第 4 回審環境影響評価査会】 

答申案作成のための検討事項整理（事務局） 

6 月 14 日 
【令和 3 年度第 5 回環境影響評価審査会】 

準備書に係る答申（案）審議（事務局） 
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②
令
和

2
年
度
第

1
7
回
横
浜
市
環
境
影
響
評
価
審
査
会
に
お
け
る
御
質
問
等
へ
の
回
答

・
地
域
社
会
（
交
通
混
雑
・
歩
行
者
の
安
全
）

御
質
問
の
内
容

 
事
業
者
の
回
答

 

調
査

地
点

と
し

て
7

ヶ
所

の
信

号
交

差
点

を
選

定
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
p
.6

.1
2-

1
4
③
で
渋
滞
長
の
調
査
は
「
地
点

7
 ハ

マ
ス

タ
入
口
交
差
点
」
で
し
か
行
わ
れ
て
い

な
い
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

 

「
現
況
で
交
差
点
処
理
が
困
難
（
交
差
点
需

要
率
が

0.
9
超
、
車
線
混
雑
度
が

1
.0

超
）
に
な
っ
て
い
る
交
差
点
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
渋
滞
し
て
い

る
場

合
に

停
止

線
通

過
交

通
量

を
測

っ
て

も
そ

れ
は

交
通

需
要

で
は

な
い

の
で

、
正

し
い
需
要
率
は
求
ま
り
ま
せ
ん
。

 

図
6
.1

2-
9
の
フ
ロ
ー
図
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「

需
要
交
通
量
」
の
設
定
に

は
「
自
動
車
交

通
量
」
の
状
況
だ
け
で
な
く
「
渋
滞
・
滞
留
の
状
況
」
の
情
報
も
必
要

で
す
。
地
点

7
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
交
差
点
で
の
渋
滞
・
滞
留
状
況
の
調
査
が
必

要
と
考
え
ま

す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

 

渋
滞
長
に
関
し
て
は
、
県
警
と
事
前
相
談
し
た
結
果
、「

地
点

7
 ハ

マ
ス
タ
入
口
交

差
点

」
に

つ
い

て
の

調
査

を
実

施
し

ま
し

た
。

調
査

対
象

と
し

て
ハ

マ
ス

タ
入

口
交

差
点

を
選

定
し

た
理

由
は

、
こ

こ
が

す
べ

て
の

入
庫

車
両

が
集

中
す

る
箇

所
で

あ
る

た
め
で
す
。

 

ま
た
、
地
点

1～
6
の
各
交
差
点
に
つ
い
て
は
渋
滞
状
況
の
目
視
確
認
を
行
っ
て
お

り
、
一
回
の
信
号
で
捌
き
き
れ
な
い
交
差
点
は
、
「
地
点

3 
関
内
駅
南
口
交
差
点
」

の
高

速
道

路
か

ら
下

っ
て

く
る

右
左

折
の

車
線

が
平

日
夕

方
の

時
間

帯
に

一
時

的
に

捌
け
残
る
状
況
が
確
認
さ
れ
た
以
外
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
点

3
に
お
け

る
一
時
的
な
捌
け
残
り
は
、
信
号
現
示
の
青
秒
数
が
平
日
昼
間
に
概
ね

27
秒
で
あ
っ

た
も
の
が
、
夕
方
に

12
秒
と
極
端
に
短
く
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
あ
り
、
そ
の
際
に
確

認
さ
れ
た
も
の
で
す
。
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